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野村ホールディングス株式会社 2026年 4月 23日 

 

グリーンボンドフレームワーク  サステナブルファイナンス本部 

担当アナリスト：石井 雅之 

 

格付投資情報センター（R&I）は野村ホールディングスのグリーンボンドフレームワーク（2026 年 4 月策定）が、

以下の原則・ガイドラインに適合していることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

■資金使途 

事業区分 対象プロジェクト 

グリーンビルディング 

「東京ミッドタウン日本橋」の「日本橋野村三井タワー（通称：ザ タワー）」オフィス部分

の保留床取得資金 

※ただし、以下の認証を取得又は将来取得予定の場合に限る 

  ・DBJ Green Building 認証：4 スター以上 

 

1. 資金調達者の概要 

 野村ホールディングスとその連結子会社等は、米州・欧州・アジアに拠点をもつグローバル金融サービス・グ

ループ。ウェルス・マネジメント部門、インベストメント・マネジメント部門、ホールセール部門、バンキング部門と

いう 4 つのビジネス部門及び各コーポレートが連携し、国内外の顧客に対し、付加価値の高い商品・サービス

を提供している。 

 国内で非常に強固な営業基盤を持ち、ウェルス・マネジメント部門の顧客資産残高は競合他社を圧倒してい

る。ホールセールでも資本市場で主導的な地位にあるほか、アセットマネジメントの競争力も高い。海外にお

ける営業基盤も大きい。 

 2030 年に向けた経営ビジョン「Reaching for Sustainable Growth」の実現に向けて、「パブリックに加え、プラ

イベート領域の拡大・強化」の方針のもと、「安定収益の飛躍的な成長」と「グローバル戦略の深化」に取り組

んでいる。 

グリーンボンド原則（2025、ICMA） 

グリーンボンドガイドライン（2024、環境省） 
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2. 調達資金の使途 

調達資金の使途として示された対象プロジェクトは明確な環境改善効果をもたらす。調達資金の使途は適切で

ある。 

(1) 対象プロジェクトと環境改善効果 

調達資金は、「東京ミッドタウン日本橋」の「日本橋野村三井タワー（通称：ザ タワー）」オフィス部分の保留床取

得資金に充当される。ただし、DBJ Green Building 認証で 4 スター以上の認証を取得又は将来取得予定の場合

に限る。 

事業区分：グリーンビルディング 

貢献する SDGs：    

 野村グループは、2026 年に「日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業」（街区名称「東京ミッドタウン

日本橋」（以下、「本事業」）のメインタワー「日本橋野村三井タワー（通称：ザ タワー）」の 10 階～20 階（以

下、「新本社）」に本社を移転する。野村ホールディングスは、三井不動産、野村不動産などとともに、日本橋

一丁目中地区市街地再開発組合の一員として本事業に参画している。 

 野村グループが入居する「日本橋野村三井タワー（通称：ザ タワー）」で DBJ Green Building 認証の取得を

予定しており、当該認証の取得に先立ち DBJ Green Building の PLAN 認証を取得している。DBJ Green 

Building 認証制度は、対象物件の環境性能、テナント利用者の快適性、防災・防犯等のリスクマネジメント、

周辺環境・コミュニティへの配慮、ステークホルダーとの協業等を含めた総合的な評価を行う。評価結果は 5

スター（国内トップクラスの卓越した配慮がなされた建物）から 1 スター（十分な配慮がなされた建物）までの

5 段階評価となっている。建築物の省エネルギー性能などを評価する DBJ Green Building 認証制度におい

て高い評価を受けた建物は、運用時に CO2 排出量抑制などの環境改善効果を生む。 

 「日本橋野村三井タワー（通称：ザ タワー）」地下には電気と熱を供給するエネルギーセンターが設置される。

CGS（コジェネレーションシステム：発電時に発生する排熱利用により、建物に冷温熱を供給するエネルギー

効率の良い省エネ設備）の導入による排熱利用ならびに災害時の信頼性が高い中圧ガス発電により系統電

力遮断（停電）時にも建物およびテナント企業の BCP に必要な電気供給が可能になる。本事業では全街区

への電気・熱供給を予定しており、今後開発予定の周辺地区への電力供給も検討されている。 
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                                      （出所：三井不動産・野村不動産公表資料）        
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3. プロジェクトの評価及び選定のプロセス 

環境面での目標、プロジェクトの評価・選定のプロセス、環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関するプロセスが

示されている。プロセスは、環境・社会に配慮したプロジェクトを選定するように定められている。評価・選定のプロセ

スは適切である。 

(1) 環境面での目標 

 環境面での目標（グリーンボンドを通じて実現しようとする環境上のメリット）は「気候変動の緩和」である。 

 

(2) 評価・選定の判断を行う際のプロセス 

 野村ホールディングスは、本フレームワークに基づいて発行するグリーンボンドについて、専任のグリーンボンド

発行委員会（GIC）を設置している。GIC はグリーンボンド等の発行実務を取り扱う専門グループで、トレジャリー

部署及びサステナビリティ部署の代表者並びに CFO 及び CSuO が指名するメンバーで構成され、プロジェクト

の評価及び選定プロセスの管理、調達資金の管理、債券発行後のレポーティング等の対応を行う。GIC はサ

ステナビリティ委員会及び CFO に対して説明責任を負う。 

 プロジェクトの評価及び選定プロセスとして、GIC は、新本社がグリーン適格であることを確認し、その結果をサ

ステナビリティ委員会及び CFO に対して、報告を行う。 

 

(3) 環境・社会リスクの特定・緩和・管理に関するプロセス 

 野村グループは、サステナビリティに関連する活動の方向性、及び環境や社会的リスクに対してどのように対

応していくかについて基本的な考え方をまとめた「野村グループ サステナビリティ・ステートメント」1を制定・公

表し、事業活動により生じる環境・社会への影響の把握・評価・管理に努めている。 

 GIC は、本事業に関連する環境法令等が遵守されていること、環境や社会への適切な対応が実施されてい

ること等の確認を通じて、プロジェクトに関する環境や社会へのネガティブな影響と必要な対応を確認する。 

  

 
1 https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/group/approach/main/011/teaserItems1/08/linkList/0/link/statement.pdf 

https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/group/approach/main/011/teaserItems1/08/linkList/0/link/statement.pdf


セカンドオピニオン 

 

 5/6 

4. 調達資金の管理 

調達資金をグリーンプロジェクトに充当するための追跡管理の方法、未充当資金の運用方法が示されている。

調達資金の管理は適切である。 

 野村ホールディングスは、発行後 24 か月以内に全ての調達資金を新本社の保留床取得に充当する予定で

ある。調達資金の充当状況については、グリーンボンドの償還まで少なくとも年 1 回モニタリング及び追跡管

理する。当該モニタリング及び追跡管理は、GIC が責任を負う。調達資金が適格グリーンプロジェクトに充当さ

れるまでの間は、現金又は現金同等物にて管理する。 

 

5. レポーティング 

開示のタイミング、方法、開示事項が示されている。環境改善効果に係る指標は環境面での目標に整合してい

る。レポーティングは適切である。 

(1) 開示の概要 

 以下の通り、実務上可能な範囲でレポーティングを行う。調達資金が充当された後に大きな状況の変化が

生じた場合は、速やかに公表する。 

 開示事項 開示タイミング 開示方法 

資
金
充
当
状
況 

・調達資金の充当額 
・未充当額及び充当予定時期 
・リファイナンスを行う場合には、調達資
金における新規とリファイナンスの割合 

・発行から 1 年以内に公表し、
償還するまで毎年更新する 

当社ウェブサイトで
開示 環

境
改
善
効
果 

次項「(2)環境改善効果に係る指標」に
記載 

グリーンボンドが残存する間、
年 1 回 

 

(2) 環境改善効果に係る指標 

 グリーンプロジェクトによる環境改善効果として、以下の指標を開示する。追加的に他の指標についても開示

する場合がある。環境改善効果に係る指標は環境面での目標に整合する。 

 適格グリーンプロジェクトの概要及び取得した認証の種類とレベル 

 CO₂排出量 

 エネルギー使用量 

 水使用量 

        以 上
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